
 

柏第二中学校 服装・頭髪・持ち物等の規定 

総則 

すべての生徒が健康で安全な学校生活を送り、授業等に支障がないこと、進路に準ずること。以下に記載されていないこ

とでも、この総則に基づいて制限される場合がある。 

 

【 制服（標準服） 】 ※変形は禁止 

□ 登下校は、制服で登校すること。セーラー服の上にセーターを着用するのは禁止。 

□ 黒の学生服上下。校章、カラーをつける。 

※学生服の下に着用するものは、ワイシャツでも体操服でもよい。 

□  セーラー服（校章入り）、ジャンパースカート 

※スカートの丈は、ひざが隠れる程度とする。 

□  校章、指定のネクタイをつける。 

□  セーラー服の下に着用するものは、ブラウスでも体操服でも良い。 

□  ボタンは適切に留める。 

 

 ≪夏季≫ 

□ 白のワイシャツまたは開襟シャツ、学生ズボン。 

□ 白のブラウスまたは開襟シャツ、ジャンバースカートまたは学生用腰スカート。 

   

 ≪冬季≫ 

□ コートは、特に指定なし。ただし、ロッカーに入るものに限る。 

□ マフラー、ネックウォーマー、手袋の着用可。 

□ セーター、カーディガン、トレーナーは紺、黒、グレーの無地。 

 

 【 頭髪 】 

□ 学習や運動に支障のない、自然で清潔感のある髪型にすること。 

※おしゃれ目的で編み込みやそり込み、整髪料など、不自然なものにしないこと。染色も禁止とする。 

□ 後ろ髪が肩を超える場合は、髪ゴムやもしくは髪留め用のピンを使用すること。（華美でないもの） 

 

【 式典での頭髪服装について 】 

≪ 学校の方針 ≫               

社会に出る、進学することを踏まえ、面接や試験時に合わせた正しい服装を身につけさせる。また、TPO に合わせた頭髪

服装が整えられる生徒を育てる。そのためにも 1年次から式典では正しい頭髪服装に整えるよう意識する。 

目的 

進路や冠婚葬祭などその場にあった「正装」を整えられるようにする。 

式典 

始業式、終業式、修了式、入学式、卒業式、辞校式 

服装 

１、制服を着る（ベルトをつける） 

２、制服のなかは体操服、ワイシャツ、ブラウスを着る（冬季はセーター可） 

３、靴下は白をベースとし、ワンポイントまでとする（足首まで隠れるもの） 

４、成長に合わせて、丈を直す。膝が隠れる程度。 

５、後ろ髪が肩を超える場合は、ピン止め、ゴムで留める。華美でないものとし、最小限に止める。 
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頭髪 

清潔感のある髪型 

≪禁止例≫ 

□過度なツーブロック（極端に長い部分と短い部分が分かれているもの） 

□アシンメトリー 

□モヒカン 

□編み込み 

□触角（お辞儀をしたときに髪が落ちるのは一般的にだらしがないと認識されている） 

□女子の結び目（お団子、ちょんまげなど） 

※頭髪服装に関しては社会の流れや近隣の高校の基準に沿って決めていく。場合によって変更もある。 

 

【 校章 】 

□ 学生服の左襟に、セーラー服の左胸につける。 

 

【 ベルト 】 

□ 黒、紺、茶の無地のスクールベルト（必ず着用）。  

□ スカートと共布ベルト（必ず着用）。 

 

【 ソックス 】 

□ 華美でないもの（膝下またはくるぶし）。 

□ 黒のストッキング・タイツを使用してもよい。 

※制服またはジャージの下のみの着用とする。 

 

【 衣替え 】 

□ エアコンが導入されたため、その日の気候に合わせた服装をすることとする。夏服でも冬服でも可とする。このことは、

制服に限らず、校内服もこのことに準じる。 

 

【 下履き 】 

□ 運動靴、革靴どちらでもよい。 

  

【 カバン 】（色指定なし） 

□ リュック式のバッグ 

□ ショルダー式のバッグ 

□ 柏二中指定のサブバッグ 

 ※ドラムバッグ等の大きすぎるものはロッカーに入らないため禁止とする。 

  

【 校内服 】 

□ 体操服（丸首）、ハーフパンツ 

□ ジャージ（柏二中指定のもの）※左胸にネームを入れる 

 

 【 上履き 】 

□ 柏二中指定のものとする。（学年ごとに色分け） ※記名すること 

 

【 その他 】 

□ 化粧品、アクセサリー類は原則禁止。肌荒れ等のためのハンドクリーム、リップ（無色・無香料の物）等は使用可。 

□ 制汗剤については、無香料とする。使用する場所などのマナーをわきまえる。 

□ スマートフォン・携帯電話等の持ち込みは禁止。事情がある場合は学校に届け出を提出すること。 

□ 眉毛を細くしたりする加工はしないこと。爪も清潔に保ち、長く伸ばしたり飾りをつけたりしないこと。 

□ 身分証明書は常に携帯する。 

□ 刃物に類するもの（カッター等）は、特別な指示がない限り持ち込まないこと。 

通学カバンの条件 

①健康安全面で支障がないもの 

②学習用具がきちんとはいるもの 

③他の人の迷惑にならないもの 


